
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
三
角
港
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
港　

湾　

課
）　

一

○
水
銀
等
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
汚
染
に
係
る
被
害
漁
業
者
等
に
対
す
る
資
金
の
融
通
に
関
す
る
特

　

別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
区
域
の
廃
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
水
産
振
興
課
）　

二

○
水
銀
等
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
汚
染
に
係
る
被
害
漁
業
者
等
に
対
す
る
資
金
の
融
通
に
関
す
る
特

　

別
措
置
法
に
基
づ
く
利
子
補
給
費
補
助
金
交
付
要
項
の
廃
止　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税　

務　

課
）　

二

○
あ
ら
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
こ
れ
に
係
る
字
の
区
域
の
決
定　
　
　
　

（
市
町
村
総
室
）　

三

○
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）　

三

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

　
　

公　
　

告

○
熊
本
県
庁
舎
設
備
保
全
業
務
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施　
　
　
　
　

（
管　

財　

課
）　

三

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建　

築　

課
）　

五

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

五

○
熊
本
県
庁
舎
等
清
掃
業
務
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施　
　
　
　
　
　

（
管　

財　

課
）　

五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）　

七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

八

熊
本
県
告
示
第
三
十
九
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

有
水
面
埋
立
て
を
免
許
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県

　
　

代
表
者　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

二　

免
許
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
日

　
　

熊
本
県
指
令
港
第
十
六
号

三　

埋
立
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

熊
本
県
天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
登
立
字
松
崎
一
四
二
五
八
の
六
に
隣
接
す
る
無
番
地
、
一
四
二
五

　
　

八
の
六
、
一
四
二
五
八
の
一
五
地
先
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑳
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
⑳
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結

　
　

ぶ
平
成
十
一
年
の
秋
分
の
日
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
+
四
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸

　
　

地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

①
の
地
点　

三
角
港
荷
島
灯
台
（
北
緯
三
二
度
三
六
分
一
七
秒
、
東
経
一
三
〇
度
二
七
分
三
六
・
九

　
　
　
　
　
　

秒
）
か
ら
二
二
〇
度
四
〇
分
三
三
秒
一
八
五
八
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
八
八
度
三
八
分
〇
〇
秒
〇
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら
一
五
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
一
〇
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら
二
四
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
三
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
三
三
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら
二
四
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら
一
五
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら
二
四
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
四
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら
三
三
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑩
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら
二
四
一
度
五
七
分
〇
〇
秒
一
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示



　
　

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら
三
三
七
度
五
七
分
〇
〇
秒
四
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑫
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら
五
九
度
四
二
分
〇
〇
秒
〇
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑬
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら
六
七
度
四
〇
分
三
〇
秒
〇
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑭
の
地
点　

⑬
の
地
点
か
ら
三
四
〇
度
三
一
分
〇
〇
秒
二
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑮
の
地
点　

⑭
の
地
点
か
ら
二
二
度
三
九
分
〇
〇
秒
〇
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑯
の
地
点　

⑮
の
地
点
か
ら
二
九
八
度
〇
三
分
〇
〇
秒
一
七
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑰
の
地
点　

⑯
の
地
点
か
ら
八
度
〇
〇
分
三
〇
秒
五
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑱
の
地
点　

⑰
の
地
点
か
ら
一
〇
二
度
五
七
分
三
〇
秒
二
六
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑲
の
地
点　

⑱
の
地
点
か
ら
一
九
五
度
一
一
分
三
〇
秒
三
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑳
の
地
点　

⑲
の
地
点
か
ら
一
〇
二
度
五
二
分
三
〇
秒
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

六
百
四
・
四
五
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

熊
本
県
天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
登
立
字
松
崎
一
四
二
五
八
の
一
五
の
地
内
並
び
に
一
四
二
五
八
の

　
　

六
に
隣
接
す
る
無
番
地
、
一
四
二
五
八
の
六
、
一
四
二
五
八
の
一
五
及
び
一
四
二
五
八
の
一
一
地
先

　
　

公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

次
の
イ
の
地
点
か
ら
ヲ
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
イ
の
地
点
と
ヲ
の
地
点
と
を

　
　

結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

イ
の
地
点　

三
角
港
荷
島
灯
台
（
北
緯
三
二
度
三
六
分
一
七
秒
、
東
経
一
三
〇
度
二
七
分
三
六
・
九

　
　
　
　
　
　

秒
）
か
ら
二
二
一
度
一
三
分
〇
八
秒
一
、
八
六
八
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ロ
の
地
点　

イ
の
地
点
か
ら
一
六
度
一
八
分
〇
〇
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ハ
の
地
点　

ロ
の
地
点
か
ら
一
〇
二
度
五
八
分
三
〇
秒
二
九
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ニ
の
地
点　

ハ
の
地
点
か
ら
一
五
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
五
九
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ホ
の
地
点　

ニ
の
地
点
か
ら
二
四
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
八
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ヘ
の
地
点　

ホ
の
地
点
か
ら
三
三
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
四
六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ト
の
地
点　

ヘ
の
地
点
か
ら
六
一
度
二
四
分
〇
〇
秒
一
六
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

チ
の
地
点　

ト
の
地
点
か
ら
三
三
七
度
二
〇
分
〇
〇
秒
五
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

リ
の
地
点　

チ
の
地
点
か
ら
五
九
度
五
五
分
〇
〇
秒
一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ヌ
の
地
点　

リ
の
地
点
か
ら
三
三
九
度
三
六
分
〇
〇
秒
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ル
の
地
点　

ヌ
の
地
点
か
ら
六
六
度
〇
四
分
〇
〇
秒
二
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ヲ
の
地
点　

ル
の
地
点
か
ら
七
度
五
二
分
〇
〇
秒
二
六
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

五
千
二
百
六
・
一
七
平
方
メ
ー
ト
ル

五　

埋
立
地
の
用
途

　
　

ふ
頭
用
地

熊
本
県
告
示
第
四
十
号

　

昭
和
四
十
八
年
十
一
月
十
九
日
熊
本
県
告
示
第
九
百
五
号
の
三
（
水
銀
等
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
汚
染

に
係
る
被
害
漁
業
者
等
に
対
す
る
資
金
の
融
通
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
区
域
）
は
、

廃
止
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
四
十
一
号

　

水
銀
等
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
汚
染
に
係
る
被
害
漁
業
者
等
に
対
す
る
資
金
の
融
通
に
関
す
る
特
別
措

置
法
に
基
づ
く
利
子
補
給
費
補
助
金
交
付
要
項
を
廃
止
す
る
要
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　
　
　

水
銀
等
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
汚
染
に
係
る
被
害
漁
業
者
等
に
対
す
る
資
金
の
融
通
に
関
す
る
特

　
　
　

別
措
置
法
に
基
づ
く
利
子
補
給
費
補
助
金
交
付
要
項
を
廃
止
す
る
要
項

　

水
銀
等
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
汚
染
に
係
る
被
害
漁
業
者
等
に
対
す
る
資
金
の
融
通
に
関
す
る
特
別
措

置
法
に
基
づ
く
利
子
補
給
費
補
助
金
交
付
要
項
（
昭
和
四
十
九
年
熊
本
県
告
示
第
九
十
三
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

　
　

附　

則

　

こ
の
要
項
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
告
示
第
四
十
二
号

　

地
方
税
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

軽
油
引
取
税
の
特
約
業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子
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熊
本
県
告
示
第
四
十
三
号

　

公
有
水
面
の
埋
立
て
に
よ
り
あ
ら
た
に
土
地
を
生
じ
た
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
し
、
こ
れ
に
係
る
字
の
区
域
を
同
法
第
二
百
六
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
旨
大
矢
野
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
四
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

熊
本
県
告
示
第
四
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

熊
本
県
公
告
第
二
十
六
号

　

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

業
務
内
容

　
　
　

熊
本
県
庁
舎
の
設
備
保
全
業
務　

一
式

　

２　

履
行
期
間

　
　
　

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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名　
　
　
　

称

株
式
会
社
九
州
オ
イ
ル

代　

表　

者

小
早
川
宗
一

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

八
代
市
大
村
町
三
百
五
十
六

指
定
取
消
年
月
日

平
成
十
三
年

十
二
月
二
十
五
日

編
入

す
る

字
あ

ら
た

に
生

じ
た

土
地

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
維
和
字
下
山

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
維
和
字
下
山
１
３
８
の
１
、
１
３
６
の

１
、
１
３
５
の
２
に
隣
接
す
る
道
路
に
隣
接
す
る
無
番
地
地
先

並
び
に
１
３
４
の
４
に
隣
接
す
る
無
番
地
地
先
並
び
に
１
２
１

の
４
地
先
公
有
水
面
埋
立
地

　
　
　
　
３
７
８
．
９
２
平
方
メ
ー
ト
ル

道
路
の
種
類

一
般
県
道

路　

線　

名

小

川

八

代

線

供

用

開

始

す

る

区

間

八
代
市
東
町
字
瀬
戸
石

　
　
　
　
　
　
　

六
六
四
番
地
先
か
ら

同　
　

所　

字
東
川
床

　
　
　
　
　
　

五
八
二
八
番
地
先
ま
で

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
二
七
・
〇

備　
　

考

単

道

改

道
路
の
種
類

一
般
県
道

〃

路　

線　

名

相

良

人

吉

線

三

本

松

甲

佐

線

供

用

開

始

す

る

区

間

球
磨
郡
山
江
村
大
字
山
田
字
下
椎
谷

　
　
　
　
　
　

二
八
三
番
八
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　
　
　
　

字
湯
下
坂

　
　
　
　
　
　

一
三
五
九
番
地
先
ま
で

下
益
城
郡
砥
用
町
大
字
甲
佐
平

　
　
　
　
　

一
三
二
二
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　

一
三
九
七
番
一
地
先
ま
で

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
七
四
・
五

一
四
〇
・
〇

備　
　

考

単

道

改

単

橋

改

公　
　
　
　

告



　

３　

履
行
場
所

　
　
　

熊
本
県
庁
舎

二　

入
札
参
加
資
格

　
　

入
札
の
参
加
資
格
を
有
す
る
者
は
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

　
　

な
い
者

　

２　

過
去
三
箇
年
の
間
に
延
床
面
積
三
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
官
公
庁
等
の
建
物
の
設
備
保
全

　
　

業
務
実
績
が
あ
る
者

　

３　

過
去
三
箇
年
の
間
に
契
約
電
力
一
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
受
変
電
設
備
を
有
す
る
建
物
の
設

　
　

備
保
全
業
務
実
績
が
あ
る
者

　

４　

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
に
よ

　
　

る
建
築
物
環
境
衛
生
一
般
管
理
業
の
登
録
を
し
た
者

　

５　

平
成
十
四
年
一
月
一
日
現
在
、
熊
本
県
内
に
本
社
又
は
支
店
（
営
業
所
等
を
含
む
。
）
を
有
す
る

　
　

者

　

６　

入
札
説
明
会
に
参
加
し
た
者

三　

入
札
参
加
資
格
を
得
る
た
め
の
申
請
方
法
及
び
時
期

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

県
が
指
定
す
る
一
般
競
争
入
札
参
加
申
込
兼
参
加
資
格
確
認
申
請
書
を
直
接
又
は
郵
便
に
よ
り
提

　
　

出
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

な
お
、
提
出
し
た
申
請
書
等
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　

な
い
。

　

２　

申
請
書
類
の
配
布
・
提
出
場
所
及
び
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

熊
本
県
総
務
部
管
財
課
施
設
係

　
　
　

郵
便
番
号
八
六
二｜

八
五
七
〇　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　
　

電
話
番
号
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
三
三
一
一
・
三
三
三
三

　

３　

申
請
書
類
の
受
付
期
間

　
　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
二
日
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
日
（
県
の
休
日
を
除

　
　

く
。
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

　

４　

確
認
結
果
の
通
知

　
　
　

資
格
確
認
結
果
通
知
書
を
郵
便
に
よ
り
通
知
す
る
。

四　

入
札
説
明
会

　

１　

場
所

　
　
　

熊
本
県
庁
行
政
棟
本
館
十
階
第
二
共
用
会
議
室

　

２　

日
時

　
　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日　

午
前
十
時

五　

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

　

１　

入
札
保
証
金

　
　
　

見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
金
額
（
現
金
又
は
契
約
担
当
者
が
確
実
と
認
め
る
金

　
　

融
機
関
が
振
り
出
し
、
若
し
く
は
支
払
保
証
し
た
小
切
手
に
限
る
。
）
を
入
札
時
に
納
付
す
る
。
た

　
　

だ
し
、
次
の
２
に
該
当
す
る
場
合
は
、
入
札
保
証
金
は
免
除
す
る
。

　
　
　

な
お
、
入
札
保
証
金
は
、
入
札
終
了
後
還
付
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
に
は
、
委
託
契
約
締
結
後

　
　

還
付
す
る
。

　

２　

入
札
保
証
金
の
免
除

　
　
　

入
札
保
証
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
場
合
は
、
免
除
す
る
。

　
　

一　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
入
札
保
証
金
以
上
の
金
額
に
つ
き
、
保
険
会
社
と
の
間
に
県

　
　
　

を
被
保
険
者
と
す
る
入
札
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
、
当
該
入
札
保
証
保
険
契
約
に
係
る
保
険
証

　
　
　

券
を
提
出
し
た
と
き
。

　
　

二　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
過
去
二
年
の
間
に
国
（
公
団
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
共

　
　
　

団
体
と
こ
の
入
札
に
付
す
る
事
項
と
種
類
及
び
規
模
を
お
お
む
ね
同
じ
く
す
る
事
項
に
係
る
契
約

　
　
　

を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
誠
実
に
履
行
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を

　
　
　

提
出
し
た
と
き
（
そ
の
者
が
落
札
し
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ

　
　
　

れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
。

六　

入
札
及
び
開
札
に
関
す
る
事
項

　

１　

入
札
及
び
開
札
の
場
所

　
　
　

熊
本
県
庁
行
政
棟
本
館
十
階
第
二
共
用
会
議
室

　

２　

入
札
及
び
開
札
の
日
時

　
　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
三
日　

午
前
十
時

　

３　

入
札
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

　
　
　

熊
本
県
総
務
部
管
財
課
施
設
係

　
　
　

郵
便
番
号
八
六
二｜

八
五
七
〇　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　
　

電
話
番
号
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
三
三
一
一
・
三
三
三
三

七　

落
札
者
の
決
定
の
方
法

　
　

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
た
者
で
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
申
込
み

　

を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

八　

契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

　

１　

落
札
者
は
、
契
約
締
結
時
に
契
約
金
額
の
百
分
の
十
以
上
の
金
額
（
現
金
又
は
契
約
担
当
者
が
確

　
　

実
と
認
め
た
金
融
機
関
が
振
り
出
し
、
若
し
く
は
支
払
保
証
し
た
小
切
手
に
限
る
。
）
を
納
付
す
る
。

　
　

た
だ
し
、
次
の
２
に
該
当
す
る
場
合
は
、
契
約
保
証
金
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。
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な
お
、
契
約
保
証
金
は
、
契
約
上
の
義
務
を
履
行
し
た
と
き
に
還
付
す
る
。

　

２　

契
約
保
証
金
の
免
除

　
　
　

契
約
保
証
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
場
合
は
、
免
除
す
る
。

　
　

一　

当
該
入
札
に
お
い
て
、
契
約
金
額
の
百
分
の
十
以
上
の
金
額
に
つ
き
、
保
険
会
社
と
の
間
に
県

　
　
　

を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
、
当
該
履
行
保
証
保
険
契
約
に
係
る
保
険
証

　
　
　

券
を
提
出
し
た
と
き
。

　
　

二　

落
札
者
が
、
過
去
二
年
の
間
に
国
（
公
団
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
共
団
体
と
こ
の
入
札
に
付

　
　
　

す
る
事
項
と
種
類
及
び
規
模
を
お
お
む
ね
同
じ
く
す
る
事
項
に
係
る
契
約
を
二
回
以
上
に
わ
た
っ

　
　
　

て
締
結
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
誠
実
に
履
行
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
た
と
き
（
そ
の

　
　
　

者
が
契
約
を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
。

九　

契
約
締
結
の
期
限

　
　

落
札
者
は
、
落
札
後
七
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十　

無
効
の
入
札

　
　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

１　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
し
な
い
者
の
し
た
入
札

　

２　

委
任
状
を
提
出
し
な
い
代
理
人
の
し
た
入
札

　

３　

所
定
の
入
札
保
証
金
又
は
入
札
保
証
金
に
代
わ
る
担
保
を
納
付
、
又
は
提
供
し
な
い
者
の
し
た
入

　
　

札

　

４　

記
名
押
印
を
欠
く
入
札

　

５　

金
額
を
訂
正
し
た
入
札

　

６　

誤
字
脱
字
等
に
よ
り
意
志
表
示
が
不
明
瞭
で
あ
る
入
札

　

７　

明
ら
か
に
連
合
に
よ
る
と
認
め
ら
れ
る
入
札

　

８　

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
又
は
２
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

　

９　

二
以
上
の
意
志
表
示
を
し
た
入
札

　
　
　

そ
の
他
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

10
十
一　

そ
の
他

　

１　

最
低
制
限
価
格

　
　
　

設
定
し
な
い
。

　

２　

契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
　

要

熊
本
県
公
告
第
二
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
面
積

　
　

下
益
城
郡
松
橋
町
大
字
竹
崎
字
浜
田
一
九
三
五
番
二
、
同
一
九
四
六
番
一
、
同
一
九
四
六
番
二
、
同

　

一
九
四
七
番
、
同
一
九
四
八
番
及
び
同
一
九
四
九
番

　
　

一
万
五
千
六
百
五
十
九
・
二
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

福
岡
県
粕
屋
郡
新
宮
町
大
字
上
府
八
四
〇
番
地
の
四

　
　

株
式
会
社
九
州
フ
ジ
パ
ン

熊
本
県
公
告
第
二
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
面
積

　
　

上
益
城
郡
御
船
町
大
字
豊
秋
字
高
畑
四
七
三
番
、
同
四
七
四
番
、
同
四
七
五
番
、
同
四
七
六
番
、
同

　
　

四
七
七
番
、
同
四
七
八
番
、
同
四
七
九
番
一
、
同
四
八
〇
番
、
同
四
八
一
番
一
、
同
四
八
二
番
並
び

　
　

に
里
道
及
び
水
路
の
一
部

　
　

八
千
七
百
八
十
四
・
二
一
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

上
益
城
郡
御
船
町
大
字
豊
秋
字
高
畑
四
八
四
番
地

　
　

堤
鋼
材
株
式
会
社

熊
本
県
公
告
第
二
十
九
号

　

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
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熊
本
県
庁
舎
等
の
清
掃
業
務　

一
式

　

２　

履
行
期
間

　
　
　

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

３　

履
行
場
所

　
　
　

熊
本
県
庁
舎
及
び
そ
の
敷
地
内
並
び
に
宿
舎
及
び
そ
の
敷
地
内

二　

入
札
参
加
資
格

　
　

入
札
の
参
加
資
格
を
有
す
る
者
は
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

　
　

な
い
者

　

２　

過
去
三
年
間
い
ず
れ
も
年
間
の
日
常
清
掃
総
面
積
が
建
物
の
延
床
面
積
で
六
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

　
　

上
の
清
掃
実
績
が
あ
る
者

　

３　

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
に
よ

　
　

る
各
都
道
府
県
の
建
築
物
環
境
衛
生
管
理
事
業
の
建
築
物
清
掃
業
又
は
建
築
物
環
境
衛
生
一
般
管
理

　
　

業
の
登
録
を
し
た
者

　

４　

自
己
資
本
の
額
（
積
立
・
繰
越
を
含
む
）
が
五
百
万
円
以
上
の
法
人

三　

入
札
参
加
資
格
を
得
る
た
め
の
申
請
方
法
及
び
時
期

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

県
が
指
定
す
る
一
般
競
争
入
札
参
加
申
込
兼
参
加
資
格
確
認
申
請
書
を
直
接
又
は
郵
便
に
よ
り
提

　
　

出
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

な
お
、
提
出
し
た
申
請
書
等
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　

な
い
。

　

２　

申
請
書
類
の
入
手
又
は
提
出
場
所
及
び
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

熊
本
県
総
務
部
管
財
課
管
理
係

　
　
　

郵
便
番
号
八
六
二｜

八
五
七
〇　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　
　

電
話
番
号
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
三
三
〇
四
・
三
三
〇
五
・
三
三
〇
六

　

３　

申
請
書
類
の
受
付
期
間

　
　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
二
日
ま
で
の
日
の
そ
れ
ぞ
れ
の
日
（
県
の
休
日
は

　
　

除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
受
付
期
間
終
了
後

　
　

も
随
時
受
け
付
け
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
が
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が

　
　

あ
る
。

　

４　

確
認
結
果
の
通
知

　
　
　

資
格
確
認
結
果
通
知
書
を
郵
便
に
よ
り
送
付
す
る
。

四　

入
札
説
明
会

　

１　

場
所

　
　
　

熊
本
県
庁
行
政
棟
本
館
十
階
第
二
共
用
会
議
室

　

２　

日
時

　
　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日　

午
後
二
時

五　

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

　

１　

入
札
保
証
金

　
　
　

見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
金
額
（
現
金
又
は
、
契
約
担
当
者
が
確
実
と
認
め
た

　
　

金
融
機
関
が
振
り
出
し
、
若
し
く
は
支
払
保
証
を
し
た
小
切
手
に
限
る
。
）
を
入
札
時
に
納
付
す
る
。

　
　

た
だ
し
、
次
の
２
に
該
当
す
る
場
合
は
、
入
札
保
証
金
は
、
免
除
す
る
。

　
　
　

な
お
、
入
札
保
証
金
は
、
入
札
終
了
後
還
付
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
に
は
、
委
託
契
約
締
結
後

　
　

還
付
す
る
。

　

２　

入
札
保
証
金
の
免
除

　
　
　

入
札
保
証
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
場
合
は
、
免
除
す
る
。

　
　

一　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
入
札
保
証
金
以
上
の
金
額
に
つ
き
、
保
険
会
社
と
の
間
に
県

　
　
　

を
被
保
険
者
と
す
る
入
札
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
、
当
該
入
札
保
証
保
険
契
約
に
係
る
保
険
証

　
　
　

券
を
提
出
し
た
と
き
。

　
　

二　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
過
去
二
年
の
間
に
国
（
公
団
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
共

　
　
　

団
体
と
こ
の
入
札
に
付
す
る
事
項
と
種
類
及
び
規
模
を
お
お
む
ね
同
じ
く
す
る
事
項
に
係
る
契
約

　
　
　

を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
誠
実
に
履
行
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を

　
　
　

提
出
し
た
と
き
（
そ
の
者
が
落
札
し
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ

　
　
　

れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
。

六　

入
札
及
び
改
札
に
関
す
る
事
項

　

１　

入
札
及
び
開
札
の
場
所

　
　
　

熊
本
県
庁
行
政
棟
本
館
五
一
共
用
会
議
室

　

２　

入
札
及
び
開
札
の
日
時

　
　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
八
日　

午
後
二
時

　

３　

郵
便
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
期
限

　
　
　

熊
本
県
総
務
部
管
財
課
管
理
係
へ
書
留
郵
便
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
し
、
平
成
十
四
年
三
月
十

　
　

七
日
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。

　

４　

入
札
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

　
　
　

熊
本
県
総
務
部
管
財
課
管
理
係

　
　
　

郵
便
番
号
八
六
二｜

八
五
七
〇　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　
　

電
話
番
号
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
三
三
〇
四
・
三
三
〇
五
・
三
三
〇
六

七　

落
札
者
の
決
定
の
方
法

　
　

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
た
者
で
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
申
し
込
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み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

八　

契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

　

１　

落
札
者
は
、
契
約
締
結
時
に
契
約
金
額
の
百
分
の
十
以
上
の
金
額
（
現
金
又
は
、
契
約
担
当
者
が

　
　

確
実
と
認
め
た
金
融
機
関
が
振
り
出
し
、
若
し
く
は
支
払
い
保
証
し
た
小
切
手
に
限
る
。
）
を
納
付

　
　

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
２
に
該
当
す
る
場
合
は
、
契
約
保
証
金
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。

　
　
　

な
お
、
契
約
保
証
金
は
、
契
約
上
の
義
務
を
履
行
し
た
と
き
に
還
付
す
る
。

　

２　

契
約
保
証
金
の
免
除

　
　
　

契
約
保
証
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
場
合
は
、
免
除
す
る
。

　
　

一　

当
該
入
札
に
お
い
て
、
契
約
金
額
の
百
分
の
十
以
上
の
金
額
に
つ
き
、
保
険
会
社
と
の
間
に
県

　
　
　

を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
、
当
該
履
行
保
証
保
険
契
約
に
係
る
保
険
証

　
　
　

券
を
提
出
し
た
と
き
。

　
　

二　

落
札
者
が
、
過
去
二
年
の
間
に
国
（
公
団
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
共
団
体
と
こ
の
入
札
に
付

　
　
　

す
る
事
項
と
種
類
及
び
規
模
を
お
お
む
ね
同
じ
く
す
る
事
項
に
係
る
契
約
を
二
回
以
上
に
わ
た
っ

　
　
　

て
締
結
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
誠
実
に
履
行
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
た
と
き
（
そ
の

　
　
　

者
が
、
契
約
を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
。

九　

契
約
の
締
結
期
限

　
　

落
札
者
は
、
落
札
後
七
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十　

無
効
の
入
札

　
　

次
の
一
か
ら
十
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　
　

一　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
し
な
い
者
の
し
た
入
札

　
　

二　

委
任
状
を
提
出
し
な
い
代
理
人
の
し
た
入
札

　
　

三　

所
定
の
入
札
保
証
金
又
は
入
札
保
証
金
に
代
わ
る
担
保
を
納
付
、
又
は
提
出
し
な
い
者
の
し
た

　
　
　

入
札

　
　

四　

記
名
押
印
を
欠
く
入
札

　
　

五　

金
額
を
訂
正
し
た
入
札

　
　

六　

誤
字
脱
字
に
よ
り
意
思
表
示
が
不
明
瞭
で
あ
る
入
札

　
　

七　

明
ら
か
に
連
合
に
よ
る
と
み
と
め
ら
れ
る
入
札

　
　

八　

同
一
事
項
の
入
札
に
つ
い
て
、
他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の

　
　
　

入
札

　
　

九　

二
以
上
の
意
志
表
示
を
し
た
入
札

　
　

十　

そ
の
他
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
の
し
た
入
札

十
一　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
等
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

　
　
　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２　

最
低
制
限
価
格

　
　
　

設
定
し
な
い
。

　

３　

契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
　

要
。

　

４　

こ
の
調
達
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け

　
　

る
。

熊
本
県
公
告
第
三
十
号

　

玉
名
郡
長
洲
町
菰
屋
土
地
改
良
区
理
事
長
西
山
敬
一
か
ら
平
成
十
三
年
十
二
月
七
日
付
け
で
申
請
の
定

款
変
更
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
一
月
十
一
日
付
け
で
認
可
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子
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熊
本
県
公
告
第
三
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営

玉
名
Ⅱ
期
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に

基
づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
よ
う
に
縦
覧
に
供
す
る
。

　

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
立
て

ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
玉
名
Ⅱ
期
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
四
年
二
月
十
九
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

玉
名
市
役
所

　
　

岱
明
町
役
場

　
　

長
洲
町
役
場

　
　

横
島
町
役
場

　
　

天
水
町
役
場

　
　

熊
本
市
役
所
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